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③貿易政策について 

各国の風力発電市場における各種の関税障

壁や非関税障壁が、最近問題化しつつあること

を踏まえ、事務局から、GWEC としての当面の

スタンス案が示された。 

事務局案は、世界の風力発電産業の効率的な

発展のためには、ローカルコンテンツ（現地調

達率）規制等の参入障壁はできる限り排除して

いくことが望ましい、との自由貿易主義に立っ

たスタンスであった。 

しかしながら、ある地域の風力発電協会の代

表からは、政府が推し進める風力からの優遇価

格買い取り制度と、自国産業育成の施策（≒ロ

ーカルコンテンツ規制）は、切り離せない関係

にある、との異論が出され、地域毎・市場毎に

事情が異なることが浮き彫りとなった。 

 永田代表理事は、日本では、風力への支援は

太陽光と比べ国内産業への経済波及効果が低

いとの主張も一部でされたが、海外製の風力発

電設備であっても内部の機器・部品等には日本

製が多く使われていることなどから必ずしも

正しくなく、データの検証が必要であると述べ

た。 

 結局、本件については、結論は持ち越しとな

り、事務局にて改めて案を練った上で、次回の

GWEC 理事会の場で議論することになった。 

 

④震災後の日本のエネルギーを取り巻く状況

について 

 東日本の震災直後であったこともあり、今回

の理事会の場では、日本について特別なセッシ

ョンが設けられ、出席者からも高い関心が示さ

れた。 

JWPA 永田代表理事からは、別紙のパワーポイン

トに基づき、「震災後の日本のエネルギーを取

り巻く状況」について、プレゼンテーションを

行った。 

その内容は、日本におけるエネルギーの全体像

の現状（電源種別毎の発電構成比、原子力の立

地状況等、）をはじめ、福島原発の事故の経過、

これに続く浜岡原発に対する政府の停止要請、

結果として特に今夏の電力需給はたいへん厳

しい状況であること等を紹介するものであっ

た。 

そして、このような状況下、日本の風力発電設

備には、震災によるタワー倒壊、ブレード破損

等の重大なトラブルの発生はなく、震災後の貴

重な供給力として貢献し続けていることを報

告した。  

 最後に、今後の日本のエネルギー政策の見通

しとして、 

・菅首相のサミットでの発言等を引用しながら、

今後原子力の新規開発がスローダウンする可

能性もある中で、その補完としての風力への期

待がさらに高まるであろうこと 

・JWPA の提言値（2010 年 5 月）を引用しなが

ら、日本の風力発電のポテンシャルとしては、

2020 年度：1,100 万 kW 程度、2050 年度：5,000

万 kW 程度（電力需要の約 10%）が見込まれるこ

と 

・このポテンシャルを実現するためには、まず

何より先に、事業の経済性を好転させるために、

固定価格買い取り制度の早期実現が必要であ

ること 

等の見解を示した。 

 GWEC からは、日本の風力発電の発展のために、

今後、いかなる支援も惜しまない旨の表明があ

った。 

 

⑤GWEC 幹部の改選について 

 

 以下のとおり、２名の幹部の改選があった。

任期は原則２年とのこと。 

・副議長  

新任：Peter Brun 氏（Vestas） 

前任：Henning Kruse 氏 (Siemens) 

・財 務  

新任：Maria Sicilia 氏  

前任：Carlos Gasco 氏 (共に Iberdola) 
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